
事前相談
※詳細は事前相談フローを参照

都市計画提案書の提出
法第21条の2

提案要件の確認
法第21条の2第3項

要件不適合要件適合

要件に適合しない旨及び理由を通知

要領第5条第3項書類の補正

都市計画決定（変更）の必要性を判断
法第21条の3､要領第6条

必要と判断 不必要と判断

毛呂山町都市計画審議会にて意見聴取

第21条の5第2項

結果及び理由を通知

要領第9条

判断結果及び理由を通知

要領第7条

地元説明会、公聴会等

法第16条

都市計画案の作成

法第21条の3

資料作成の協力

説明会の出席等

都市計画案作成の協力

埼玉県知事と協議

法第19条第3項

都市計画案の縦覧

法第17条第1項

意見書を提出できる
（任意）

毛呂山町都市計画審議会（付議）

法第19条第1項､法第21条の4

都市計画決定（変更）告示

法第20条

提案者に結果の通知

都市計画提案制度の手続きフロー

※青色で着色している部分は提案者側に行っていただく手続きです

判断結果及び理由を通知

第21条の5第1項､要領第7条



事前相談フロー

計画提案者 まちづくり整備課 関係課等

地元の意向把握

事前相談書の提出 事前相談書の受理

計画提案者から関係課等への個別説明及び協議

事前相談書の修正 修正案の受理

意 見 交 換 会

※個別協議での指示事項への対応状況や関係課どうしでの調整事項の確認

事前相談意見書

計画案の修正

個別の調整（協議・同意・回答完了）

地元への説明

及び合意形成

都市計画素案

の作成・修正

都市計画素案への意見照会

外部機関との調整

都市計画素案の提案
※農林調整等は素案の確定後に実施する

※都市計画審議会や農林調整を通過する

　水準になるまで計画案の熟度を上げる

関係課等との調整会議

※関係課等への周知・意見照会

都市計画提案制度に係る相談

※制度・手続きの説明、提案内容の確認

ス
テ
ッ
プ
１

ス
テ
ッ
プ
２

ス
テ
ッ
プ
３


